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５．不動産 ID･EDI の整備に向けた課題等

２－２の「検討の範囲」で述べたように、本調査研究の主眼は、実態把握と課題・

留意点の整備にあることから、３章及び４章での現状の整理を踏まえて、本章では、

不動産 ･ 整備に向けた課題と留意点を整理する。また、具体の整備手法等は、ID EDI
本調査研究の検討範囲外であるが、示唆として得られたことについては、留意点の整

理の中で例示として記述している。

５－１ 不動産 ID･EDI の整備に向けた検討体制の構築

（１）関係者の集まる検討体制の構築

不動産 は、不動産に関する情報を、標準的電子コード、フォーマットに統一EDI
して、当該情報を電子的に交換するものであることから、不動産 整備の仕組みEDI

、 、は これらの情報を実際に取り扱う事業者等が利用しやすいものとする必要があり

、 。その具体的内容は 関係する事業者の協議や調整により定められることが望ましい

そのためには、まず、関係する事業者を中心とした検討の場を設ける必要がある。

また、現実的に運用可能な不動産 を整備促進していくためには、不動産情報EDI
EDIに対するニーズが異なる分野や業種等ごとに それぞれのニーズに適した不動産、

を整備する必要がある。このため、不動産 の検討についても、分野や業種ごとEDI
に体制を構築していくことが望ましいと考えられる。

その際は、既に、不動産 の整備へのニーズが高く、かつ、不動産 を整備EDI EDI
する環境が整っている分野・業種から先導的に取り組むことが適当と考えられる。

その具体的な分野としては、不動産情報の交換が現在も相当程度行われており、ヒ

アリングにおいてもニーズの高さが明らかとなっており、また、不動産情報の電子

化も一定程度進んでいる不動産投資分野が想定される。

ただし、分野・業種ごとに検討を進めるとしても、その内容は、できる限り共通

化することが望ましいことから、不動産 全体の整備について検討を進める体制EDI
も必要と考えられる。

また、不動産 は、不動産 の整備が進み、不動産に関する情報の交換、流ID EDI
通が進む場合において、より必要性が高まる面があることから、不動産 についEDI
ての検討の場において、不動産 についても併せて検討を行うことが適当と考えらID
れる。

（２）不動産 ID･EDI 整備の必要性についての理解の促進

不動産 ･ についての検討は始まったばかりであり、現状では、不動産情報ID EDI
を取り扱う事業者などの関係者にも十分には認知されていない状況である。今後、
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（１）で述べた検討の場に、より多くの関係者が参加してもらうためにも、関係す

る事業者などの理解の促進を図っていくための活動を、当面は行政が中心となり進

めていくことが必要である。

（３）行政の役割

（１）で述べたように、不動産 ･ 整備の具体的内容は、関係する事業者にID EDI
より検討することが望ましい。しかし、現在のところ、業界団体などにおいて、不

動産 ･ の整備に向けた検討を進めようという動きは見られない。このため、ID EDI
行政においては、関係する事業者が検討を行う場の設定や、モデル的な事業の実施

等を行い、事業者による具体的な検討が進むよう、側面から支援することが望まし

い。

また （２）で述べたような関係者の理解の促進や （４）で述べる国内外の情報、 、

収集・調査についても、行政が中心となって進めていくことが望ましい。

（４）更なる情報収集・調査

今年度は英米を中心とした国外における不動産 ・ についての取組の状況、ID EDI
及び国内の不動産関連業種等における不動産情報の整備の状況について幅広く調査

を行い、国外における不動産 ・ についての取組の実態、及び国内の不動産関ID EDI
連業種等における不動産情報の整備の実態について整理を行ったが、時間等の制約

もあり十分に調査できなかった点もあった。また、不動産 ・ を実際に整備すID EDI
るために特に参考となる有用な事例については、さらに詳細な情報収集・調査が必

要である。

具体的には、次のような点について更なる調査等が必要と思われる。

①国外の取り組み事例における効果と費用、運用体制の実態等

②国外の不動産 の取り組みにおける会計基準との関係EDI
③国外の不動産 （行政の業務執行のための英国の の取り組み）の、民間ID NLPG

の不動産取引への活用可能性



- -83

５－２ 具体的な検討を進めるに当たっての留意点

（１）不動産情報の電子化の推進

不動産情報は地図や図面等の電子化が困難な情報も多いことから、不動産業界

についは未だに紙ベースの情報管理が多く、情報の電子化が進んでいないものも

多い。不動産 ･ の整備促進を行うためには、不動産情報を整備し、電子化ID EDI
を促進することが重要である。

（２）先進的な取組などの活用

我が国においても不動産情報サイト、不動産証券化業界等においては、不動産

情報の電子データの交換が業界のニーズに合わせある程度進んでおり、そのため

のノウハウも蓄積されてきている。このような業界における先進的な取組につい

ては、その取組を阻害することなく、また、できる限り活用していくことが望ま

しい。

また、不動産 については、企業や業種を超えて共通の を使用している例ID ID
は現在のところ見あたらないものの、不動産 を新たに整備する際のコストも考ID
慮して、既存のコード等を活用することを検討することも必要である。

例えば、不動産 について、各事業者等で利用している物件を特定するコードID
を使用しつつ、新たな統一的な を併用することなども考えられる。また、既にID
存在している不動産登記の地番・家屋番号や、住居表示等を不動産 として活用ID
することも考えられる。

更には、建築確認、住宅性能評価、 （建築物総合環境性能評価システCASBEE
IDム 、運用時のデータ等の既存の仕組みの中で整備されているデータを不動産）

の整備に活用することや、それらを不動産 の整備により結びつけるというこEDI
とも考えられる。

（３）国際的な不動産情報の標準化の動きへの対応

不動産投資については国境を越えて多額の投資が行われており、我が国に対し

ても海外から多額の不動産投資が行われている。

また、これまで東京証券取引所は、鑑定評価方法が定まっていないこと等、環

境不備を理由に、 の海外不動産への投資を規制していたが「海外不動産鑑J-REIT
定評価ガイドライン」が発表され、海外不動産の鑑定評価方法が示されたことか

ら東京証券取引所は、 の海外不動産投資を解禁とする見込みであり、海外J-REIT
LPT不動産に対する投資は今後増加することが見込まれる また オーストラリア。 、

など海外の に、日本の物件が組み入れられる例も出てきている。こうしたREIT
ことから、不動産情報の交換も国内事業者の間だけでなく、海外の事業者と不動

産情報を交換する機会も増えるものと考えられる。
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このため の活動等の海外における不動産 の動向にも留意する必要OSCRE EDI
がある。

なお、海外の不動産 ･ を検討する際には、それぞれの国の不動産市場、ID EDI
取引制度等の実情を十分考慮して考える必要がある。

（４）正確な不動産情報の整備

不動産 ･ を整備促進するためには、正確な不動産情報が整備されることID EDI
が重要であり、不正確な情報、あるいは更新されていない情報は、情報としての

価値が下がり、不動産情報等の二次利用者等の利用も減少し、結果として意味の

ないものとなる可能性がある。このため、不動産 ･ の整備にあたっては情ID EDI
報の正確性を担保する仕組みが重要である。

ただ、次の（５）とも関係するが、正確な情報の整備にはコストがかかること

から、一つの方法として、情報がどの程度正確であるのかを分かるようにするこ

とも考えられる。また、情報の正確性と関連して、その情報に対して誰が責任を

持っているかということも重要である。さらに、情報が誰に対してどの程度公開

、 。 、・公表されるかにより 求められる正確性が異なることも想定される このため

情報の正確性を担保する仕組みの検討に当たっては、これらのことについても、

併せて検討していくことが必要と考えられる。

ID ID特に不動産 については 基本的情報として開示・流通すると思われるので、 、

の認証方法等、その正確性を担保するとともに、個人情報保護についても留意す

る必要がある。

また、情報の正確性の担保のためには、不動産に関する用語や言葉の統一も重

要である。用語等の統一は項目の定義や活用意義などの精査にもつながり、正確

な情報の把握に資するとともに （１）で述べた不動産情報の電子化の前提として、

も重要である。このため、不動産 ・ 整備にあたっては、用語や言葉の統一ID EDI
についても検討する必要がある。

（５）不動産 ID･EDI の整備のためのコストやインセンティブ

不動産 ･ を整備促進するためには、情報の一次利用者、二次利用者等のID EDI
双方にインセンティブがある必要がある。不動産 ･ の整備によるメリットID EDI
が二次利用者等にとっては大きいが、一次利用者には小さいような場合は、二次

利用者のメリットを一次利用者に移転し、一次利用者のインセンティブを高める

ような仕組みを検討する必要がある。

不動産 ･ を整備するためには、不動産 ･ 導入に伴う既存システムのID EDI ID EDI
変更等のイニシャル・コスト、および運用のためのランニング・コストが必要で

あるが、不動産 ･ を促進するためには、これらの費用のできる限り押さえID EDI
EDIるとともに、これらを上回る効果（パフォーマンス）が必要である。不動産
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の整備促進によるトータルでのコスト・パフォーマンスの向上が前提となる他、

情報の一次利用者および二次利用者等双方のコスト・パフォーマンスが向上する

よう留意する必要がある。

また、膨大な不動産情報を全て整備するためには膨大なコストが必要となるた

め、必要な項目から丁寧に整備していくなど、コスト・パフォーマンスが高く、

現実的な整備方法を検討することが重要である。

、 、なお 不動産 ･ の整備促進によるコストの削減効果を検討する場合にはID EDI
単にコストの付け替えが起こっているだけの可能性もあるので不動産 ･ のID EDI
整備の関係者だけでなく、社会全体のコストについても検討する必要がある。

、 、（ ） 、 、 、特に 不動産 の整備にあたっては ２ で述べたように その役割 地番ID
住居表示、家屋番号等との関連、整備に係るコスト等について十分検討し、でき

るだけ新たなコストが発生しないように既存の地番、住居表示、家屋番号等の活

用も視野に入れて検討する必要がある。

（６）会計基準との関係

不動産 の整備が進めば、不動産情報の書式や各項目の定義等が統一化するEDI
ことが期待できるが、各項目の数値等の正確な内容は、その算定の基となる会計

基準に基づいていることから、会計基準との対応関係や、会計基準の項目との整

合についても、留意する必要がある。

（７）不動産情報の開示

－１で述べたように、不動産に関する情報の公表・公開に関する検討は、本==
調査研究の対象としないが、不動産 ･ の整備は、不動産情報の公表・公開ID EDI
と密接な関係があり、また （４）で述べたように、情報の正確性と不動産情報、

の公表・公開も関連があることから、不動産 ･ の整備に当たっては、不動ID EDI
産情報の公表・公開の動向にも留意する必要がある。
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